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保 健 福 祉 部 長

受診・相談センターの設置について

このことについて，発熱症状のある方が受診する際は，あらかじめ，

かかりつけ医にお電話のうえ受診いただくようお願いしておりますが，

かかりつけ医がいない方や相談する医療機関に迷う場合などの電話相談

に対応するため，１１月１２日（木）午前９時から，受診・相談センタ

ーを設置しますので，よろしくお願いいたします。 
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発熱症状のある方の受診について 

（保健福祉部管理課）






